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唐
津
炭
田
の
歴
史
は
享
保
年
間
土
井
氏
が
藩
主
で
あ
っ
た
頃
、
東
松
浦
郡
北
波
方
村
岸
山
字
ド
ウ
メ
キ
で
石
炭
が
発
見
さ
れ
て
か
ら
始
ま
つ

た。
当
時
は
隣
藩
福
岡
の
筑
豊
炭
田
、
粕
屋
炭
田
が
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
た
貞
享
元
禄
期
の
直
後
に
当
り
石
炭
の
効
用
が
一
般
に
理
解
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
時
代
で
あ
り
、
既
に
先
進
地
に
於
い
て
発
達
し
た
技
術
を
学
ぶ
乙
と
も
容
易
で
あ
っ
た
か
ら
、
乙
の
新
産
業
は
比
較
的
急
速
に
発
展
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

唐
津
藩
が
技
術
的
に
先
ず
筑
前
領
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
後
世
迄
変
ら
ず
幕
末
に
及
ん
で
も
筑
前
者
は
採
炭
の
顧
問
と
し
て
活
躍
し
た
品
目

註

此
度
佐
藤
六
先
衛
門
・
蜂
屋
叉
右
衛
門
か
か
り
に
市
御
領
分
行
炭
有
之
村
々
え
筑
前
之
者
召
連
罷
越
（
中
略
）
石
炭
為
嗣
候
間
其
旨
相
心
得
候
様

（

下

略

）

御

代

官

役

所

〔

文

政

年

代

記

録

〕

幕
末
に
は
先
進
地
帯
は
技
術
的
に
頭
打
ち
の
状
態
と
な
っ
て
出
炭
量
が
不
足
し
、
唐
津
炭
が
筑
前
領
に
移
出
さ
れ
る
と
い
う
様
な
現
象
が
見

れ
る
コ
即
ち
多
く
の
臨
路
に
阻
ま
れ
な
が
ら
も
唐
津
炭
田
は
次
第
に
開
発
怠
れ
て
、
そ
の
結
果
長
崎
或
い
は
兵
庫
、
大
阪
地
方
に
も
相
当
量
の

唐
津
落
石
炭
史
の
研
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史
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石
炭
が
送
ら
れ
、
且
つ
島
津
藩
、
細
川
藩
、
有
馬
藩
等
九
州
で
石
炭
の
産
出
に
恵
ま
れ
ぎ
る
諸
藩
が
、
藩
内
の
石
炭
山
採
掘
権
を
与
え
ら
れ
て

領
内
で
採
炭
に
従
事
す
る
な
ど
、
興
味
深
い
事
実
も
加
わ
っ
て
唐
津
炭
は
明
治
維
新
前
夜
の
歴
史
に
少
な
か
ら
、
ざ
る
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で

あ
る
。本

稿
は
現
在
尚
採
炭
の
行
わ
れ
て
い
る
相
知
（
お
う
ち
）
炭
鉱
に
近
接
し
た
梶
山
村
の
文
政
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
の
史
料
を
主
と
し
て

此
の
間
題
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
・
も
の
で
あ
る
。

天

明

時

代

の

採

掘

天
明
四
年
唐
津
藩
土
木
崎
盛
標
は
唐
津
藩
の
諸
産
業
に
つ
い
て
三
巻
の
絵
巻
を
作
製
し
た
。
陸
現
在
原
本
の
存
す
る
も
の
三
種
、

夫
れ
夫
れ

多
少
の
出
入
が
あ
る
が
、

そ
の
中
に
石
炭
採
掘
の
描
写
が
あ
り
、
我
が
国
の
石
炭
史
に
度
々
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

註

こ
の
絵
巻
は
九
大
名
誉
教
授
牧
川
鷹
之
祐
氏
に
よ
っ
て
研
究
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
奥
書
に
は
次
の
知
く
記
さ
れ
て
い
る
。

天

明

四

年

辰

年

秋

七

月

肥

前

唐

津

城

南

隠

士

木
崎
依
々
軒
入
道
盛
標

行
年
七
十
三
歳

こ
の
絵
巻
は
当
時
の
採
炭
、
運
搬
等
の
諸
技
術
を
系
統
的
に
知
る
上
に
重
要
で
あ
る
か
ら
他
の
資
料
を
追
加
し
な
が
ら
要
旨
を
略
述
し
ょ

ぅ
。
（
「

」
内
絵
巻
に
よ
る
）

探
炭

先
ず
「
山
を
見
立
て
〉
掘
る
」
の
で
あ
る
が
「
石
炭
の
有
り
所
山
根
に
あ
る
所
は
見
立
次
第
に
山
を
穿
ち
石
炭
に
当
り
て
、
夫
よ
り

横
に
掘
り
入
る
也
。
患
を
走
込
（
は
し
り
乙
み
）
と
云
う
也
」

「
石
ゐ
る
所
低
き
は
山
根
よ
り
直
に
横
に
ほ
り
入
る
也
。
成
る
丈
け
む
か
う
低
に
ほ
ら
ず
、
水
く
み
取
に
く
き
故
な
り
。
是
非
に
不
及
向
ふ

低
に
な
り
た
る
時
に
は
水
溜
る
也
」



「
ま
ぶ
の
這
入
口
は
凡
四
五
尺
斗
也
、
大
小
あ
り
て
定
ら
ず
、
石
炭
の
有
り
所
次
第
に
て
ま
ぶ
の
中
左
り
へ
る
右
へ
も
幾
筋
も
掘
入
る
也
。
」

照

明

坑
口
か
ら
掘
進
す
る
に
は
照
明
が
必
要
で
あ
る
か
ら
「
さ
さ
い
か
ら
へ
火
を
と
も
し
ま
ぶ
の
中
に
入
る
」
ま
ぶ
が
深
く
道
法
が
遠

く
な
れ
ば
、
火
立
ち
兼
ね
る
状
態
と
な
っ
て
採
掘
は
困
難
と
な
り
、
ま
ぶ
の
明
け
直
し
の
必
要
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
。

天
井
岩

「
ま
ぶ
の
中
に
天
井
岩
と
い
ふ
ゐ
り
。
此
天
井
宣
き
所
は
広
く
、
凡
六
尋
斗
」
も
あ
る
が
落
盤
の
お
そ
れ
あ
る
時
は
切
り
は
り
と

称
し
て
石
を
柱
状
に
切
り
残
す
。

天
井
岩
の
次
に
「
天
井
石
と
云
て
堺
あ
り
是
を
落
ち
物
と
い
ふ
色
白
し
、
叉
黒
白
赤
交
た
る
様
の
こ
が
れ
色
あ
り
是
を
は
焼
も
の
と
い
ふ
。

厚
さ
一
尺
五
寸
も
あ
る
也
。
何
れ
も
用
に
立
す
」

古

品

つ

「
段
々
奥
深
く
掘
入
る
中
甚
だ
か
た
く
鶴
噴
立
が
た
き
所
に
行
当
る
事
あ
り
。
此
堅
、
き
を
ま
つ
と
い
ふ
な
り
。
是
を
無
理
無
鉢
に

ほ
り
除
、
き
て
夫
よ
り
叉
さ
ん
／
＼
掘
入
る
也
。

此
ま
つ
は
役
に
た
弘
、
す
捨
る
な
り
。
」
松
岩
の
名
称
は
現
在
で
も
使
わ
れ
る
。
福
岡
郊
外
名
島

の
帆
柱
石
は
松
岩
の
一
例
で
あ
る
。

ー、ー
、．，：）、

「
叉
こ
ふ
と
い
h
て
甚
堅
き
所
に
行
当
る
事
あ
り
。
是
叉
無
理
無
品
併
に
掘
り
取
て
夫
よ
り
段
々
ほ
り
入
也
。
此
こ
ふ
は
ま
っ
と
違

ひ
用
立
な
り
」

右

炭

「
焼
も
の
の
次
に
「
石
炭
」
あ
り
、
是
を
上
石
と
い
ふ
、
用
立
也
、
其
次
に
堺
石
あ
り
、
用
に
立
す
切
り
捨
る
、
其
次
中
石
あ
り

用
立
也
、
其
次
堺
石
用
に
た
、
す
切
捨
る
、
其
次
下
石
有
用
立
也
、
是
を
底
石
と
い
ふ
な
り
。
」

赤

石

位
々
軒
絵
巻
の
解
説
は
炭
層
の
状
態
の
典
型
的
な
も
の
を
例
に
挙
げ
た
も
の
で
石
炭
の
地
質
的
構
造
は
各
種
各
様
で
あ
っ
た
筈
で

あ
る
。
先
ず
石
炭
層
・
石
立
そ
の
も
の
に
厚
薄
が
あ
る
し
、
叉
梶
山
村
の
文
献
で
は
一
枚
石
・
ニ
枚
石
・
三
枚
石
（
三
枚
物
）
の
別
が
あ
っ

て
、
絵
巻
の
図
で
は
三
枚
石
の
例
が
描
か
れ
て
い
る

梶
山
村
の
記
録
で
は
赤
石
の
名
称
が
見
え
る
。
坑
口
近
く
で
発
掘
さ
れ
る
赤
味
を
帯
び
た
商
品
と
は
な
ら
な
い
程
度
の
悪
質
炭
ら
し
く
、
焼

唐
津
藩
石
炭
史
の
研
究

ii、
七
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史
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石
と
し
て
は
じ
め
て
売
品
と
な
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。

排

水

採
炭
に
と
っ
て
最
大
の
障
碍
と
な
る
も
の
は
湧
水
で
あ
る
。
従
っ
て
水
引
料
は
炭
価
の
重
要
な
一
部
分
で
あ
っ
た
。
坑
内
に
水
が

溜
れ
ば
「
ス
ホ
ン
に
て
水
を
か
へ
出
す
也
、
ま
ぶ
の
奥
深
く
な
り
て
、
曲
も
お
ほ
く
な
れ
ば
、

ス
ホ
ン
も
段
々
続
足
し
が
た
し
、
此
時
は
少
々

掘
り
し
つ
め
溝
を
付
て
水
を
流
す
也
。
」

ス
ホ
ン
は
図
に
よ
れ
ば
四
斗
樽
様
の
お
け
の
底
に
近
い
部
分
に
丸
竹
の
と
い
を
指
し
込
ん
だ
も
の
で
「
奥
深
く
成
る
ほ
ど
竹
を
何
本
も
つ
な

ぎ
た
す
也
」
と
あ
る
。
ス
ホ
ン
は
サ
イ
ホ
ン
で
、
寛
政
初
年
筑
前
の
蘭
学
者
内
野
荘
（
元
華
）
が
、

サ
イ
ホ
ン
の
理
を
応
用
す
る
こ
と
を
粕
屋

炭
田
の
石
炭
採
掘
者
に
教
え
た
こ
と
に
始
ま
る
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
。

嘉
永
年
聞
に
は
排
水
の
為
ふ
い
と
仕
掛
が
使
用
さ
れ
た
史
料
が
あ
る
か
ら
、
空
気
の
圧
搾
に
よ
る
ポ
ン
プ
の
利
用
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
が
、
多
く
の
封
力
と
経
費
を
必
要
と
し
た
。
註

す

り

坑
内
に
於
け
る
石
炭
の
運
搬
は
先
ず
石
炭
を
す
り
と
呼
ぶ
円
い
大
型
の
竹
簡
に
入
れ
、

こ
れ
を
径
八
寸
の
四
輸
の
車
に
乗
せ
て
前

後
に
附
け
ら
れ
た
縄
で
固
定
し
て
輸
送
し
た
。
坑
外
で
は
大
形
の
「
土
場
出
し
車
」
に
移
し
て
河
畔
の
積
み
出
し
場
で
あ
る
土
場
に
運
送
す

る
。
し
か
し
そ
れ
は
坑
口
と
土
場
と
が
近
距
離
の
場
合
で
、
馬
背
を
利
用
し
て
遠
距
離
を
輸
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
。

土

場

土
場
は
河
岸
の
石
炭
積
込
の
為
の
施
設
で
、
俵
入
り
或
い
は
野
積
み
の
石
炭
の
置
き
場
で
あ
る
。
石
垣
を
築
く
の
が
普
通
で
土
場

は
石
炭
業
者
に
と
っ
て
重
要
な
施
設
の
一
つ
。
位
－

中
こ
ぎ
・
上
荷

唐
津
炭
の
大
半
は
松
浦
川
の
水
系
を
利
用
し
て
石
炭
役
場
と
倉
庫
の
あ
る
河
口
の
満
島
に
輸
送
す
る
。
輸
送
に
当
る
の
は

中
漕
船
、
上
荷
船
で
円
滑
に
輸
送
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
土
場
迄
運
ん
だ
石
炭
は
「
寝
石
」
と
な
っ
て
業
者
は
損
失
を
招
か
ざ
る
を
得
な
い
。
乙

れ
等
の
輸
送
は
石
炭
問
屋
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
無
力
な
元
方
は
屡
々
問
屋
の
為
に
威
嚇
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

絵
巻
に
は
「
積
荷
に
来
る
船
」
と
し
て
吃
水
の
浅
い
川
船
を
描
き
「
川
船
に
て
つ
み
下
す
事
、
凡
二
千
斤
よ
り
四
千
斤
余
も
穣
下
す
、
但
し



水
の
多
少
に
よ
る
也
」
と
ゐ
り
、
石
炭
を
ば
ら
積
み
し
た
川
船
の
図
が
見
ら
れ
る
が
、
陸
上
で
は
四
斗
俵
程
度
の
俵
に
石
炭
を
詰
め
込
む
人
物

が
居
り
「
石
炭
を
簡
に
入
れ
、
叉
は
俵
に
入
れ
て
土
場
出
し
を
す
る
所
」
と
解
説
が
あ
る
。
要
す
る
に
水
量
の
多
少
に
よ
っ
て
川
船
の
積
載
量

が
左
右
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

住
宅
絵
巻
に
は
両
様
の
住
居
が
描
か
れ
て
い
る
。

一
は
「
古
き
ま
ぶ
の
中
を
家
と
し
て
く
ら
す
所
」
と
あ
っ
て
旧
ま
ぶ
内
に
か
ま
ど
を

築
い
て
炊
事
の
行
わ
れ
る
状
況
を
、
他
は
「
山
際
仮
の
居
宅
、
但
し
五
年
も
十
年
も
炭
を
掘
り
尽
す
聞
は
此
小
屋
に
住
居
す
る
な
り
」
と
説
明

さ
れ
た
入
り
口
に
縄
の
れ
ん
を
懸
け
た
藁
葺
き
の
家
屋
で
あ
る
。
筑
豊
炭
田
で
も
明
治
時
代
の
納
屋
は
柱
の
み
で
壁
も
板
張
り
も
な
い
も
の
が

見
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
か
ら
家
屋
を
建
築
す
る
に
し
て
も
極
め
て
簡
単
な
構
造
の
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
る
3

言主

以
番
付
奉
願
候
事

一

石

炭

山

壱

ケ

所

梶

山

村

幸

左

衛

門

右
之
者
年
来
石
炭
山
元
方
仕
御
恩
沢
取
続
罷
在
難
有
仕
合
奉
寄
候
、
然
ル
処
先
年
相
知
村
与
吉
高
取
村
中
平
本
山
村
広
作
岩
屋
村
い
い
い
作
袋
、
梶
山
村

石
炭
山
元
方
仕
追
々
出
石
仕
候
場
所
御
座
候
処
、
極
深
仕
換
手
入
之
場
所
－
一
至
り
金
銭
も
余
計
相
掛
リ
候
ニ
付
右
四
人
之
者
共
茂
及
了
間
不
申
候

而
、
銅
残
属
申
候
、
然
ル
処
当
村
山
方
之
儀
も
年
久
し
く
出
石
仕
候
而
仕
操
易
キ
場
所
ハ
柄
尽
し
候
－
一
付
加
撒
拠
此
節
右
之
助
所
よ
り
山
石
仕
度
奉

存
候
得
共
、
仕
操
英
太
相
掛
リ
其
上
水
引
之
儀
も
立
つ
ほ
内
ニ
而
ふ
い
と
仕
掛
立
つ
ほ
ニ
移
し
其
上
ニ
而
立
つ
ほ
よ
り
引
揚
候
ニ
付
水
引
賃
之
儀

も
余
斗
相
掛
且
叉
行
立
待
く
土
場
方
途
方
労
以
物
入
多
く
御
座
侠
得
共
外
－
一
同
行
仕
候
場
所
も
無
御
座
候
ニ
付
右
之
御
益
鋭
ニ
而
山
川
行
仕
候
様
被

仰
付
被
下
置
皮
奉
願
候
、
左
も
御
座
候
ハ
、
出
精
出
石
仕
候
而
可
成
御
益
相
備
様
仕
度
奉
存
候
、
以
御
憐
感
願
之
逓
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
、
重
畳

難
有
仕
合
奉
存
候
、
此
段
以
書
付
奉
願
候
以
上

寅
九
月

梶
山
村
庄
屋

忠

蔵

註
ニ
土
場
の
構
造
を
知
る
為
土
場
築
造
の
史
料
を
掲
げ
る
。

山

崎土
場
JI I t1停
調

唐
津
潜
石
炭
史
の
研
究

｝＼ 

九



唐
津
溶
石
炭
史
の
研
究

土
場
拾
閲

比

石

此

割

賃

比

持

出

比
築
人
足

此

賃

人同

足

九
O

拾

坪
五
百
匁

五

匁
五
拾
人

四
百
匁
但
壱
人
八
匁
つ
』

拾
人
但
絞
伐
払
な
ら
し
共
に

拾
四
人
但
洲
さ
ら
へ
一
泉
石
運
共

唐

津

藩

の

石

炭

政

制

策

石
炭
採
掘
は
浦
山
奉
行
の
管
理
に
属
し
て
い
た
。
慶
応
元
年
藩
政
の
改
革
が
行
わ
れ
新
し
く
設
け
ら
れ
た
新
成
方
の
統
制
下
に
入
っ
た
こ
と

も
あ
っ
た
が
一
年
余
で
新
成
方
は
麗
止
さ
れ
旧
に
復
し
た
。

浦
山
奉
行
の
定
員
は
二
人
で
組
頭
（
二
人
）
頭
取
（
三
人
）
手
代
（
六
人
）
が
こ
れ
に
所
属
し
て
い
た
。

元
来
浦
山
奉
行
の
所
管
の
中
に
は
燃
料
が
含
ま
れ
て
居
っ
た
の
で
あ
る
が
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
の
頃
に
は
家
中
と
恐
ら
く
市
民
の
燃

料
も
不
足
を
告
げ
た
。
家
中
の
燃
料
は
「
貫
目
木
」
と
称
せ
ら
れ
て
農
山
村
か
ら
貢
納
さ
れ
、
御
家
人
等
が
一
年
間
に
支
給
さ
れ
る
貫
目
木
は

川
船
二
千
鶴
の
規
定
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
棋
乏
し
、
問
題
の
解
決
の
為
に
石
炭
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

当
時
は
「
石
炭
焚
き
馴
れ
侯
得
ば
勝
手
に
相
成
り
候
品
に
候
得
共
、
只
今
迄
不
馴
れ
の
事
故
、
当
分
取
懸
り
致
し
兼
ね
申
さ
る
可
き
に
付
き

吟
味
役
よ
り
試
に
少
し
づ
っ
石
炭
相
渡
き
る
可
く
候
問
、
試
に
渡
し
候
分
は
代
銭
上
納
に
及
ば
ず
候
」
と
言
わ
れ
る
様
な
状
態
で
あ
っ
た
か

ら
、
領
内
に
於
げ
る
石
炭
の
使
用
は
寛
政
年
代
を
以
て
一
時
期
を
画
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

石
炭
の
使
用
は
次
第
に
藩
士
、
領
民
の
周
に
普
及
し
て
行
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
、
藩
の
石
炭
に
対
す
る
時
関
心
と
共
も



に
深
ま
り
、
文
政
年
間
頃
に
は
重
要
国
産
品
の
一
つ
と
し
て
注
意
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
註

百主

文
政
年
度
頃
唐
津
滞
の
重
要
産
物
と
し
て
は
次
の
如
き
品
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

生
・
麦
・
大
豆
・
菜
種
・
櫨
蝋
・
油
粕
・
干
鰯
・
煎
海
鼠
‘
干
飽
・
石
炭
・
綿
実

従
っ
て
藩
当
局
が
石
炭
産
業
の
保
護
と
統
制
に
乗
り
出
し
た
の
は
寛
政
以
後
文
佑
文
政
の
頃
で
民
間
の
採
炭
の
組
織
や
穫
の
諸
制
度
は
こ
の

時
期
に
打
ち
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

保

護

と

統

制

拝
借
制
度

部
の
保
護
政
策
の
中
で
代
表
的
な
も
の
は
拝
借
制
度
と
、
弁
米
補
償
制
ぃ
皮
で
あ
る
。
元
方
は
企
業
の
当
初
か
ら
務
の
経
済
的
援

助
に
依
脊
し
、
更
に
事
業
不
振
打
開
の
為
に
又
つ
な
ぎ
資
金
の
拝
借
を
絶
え
ず
問
屋
・
村
役
人
の
保
証
の
も
と
に
藩
政
府
に
訴
え
る
。
註

こ
の
場
合
藩
石
炭
方
の
交
渉
の
相
手
方
は
当
の
債
務
者
た
る
元
方
で
は
な
く
て
、
経
済
的
実
力
者
た
る
問
屋
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

現
場
の
監
督
者
た
る
庄
屋
を
こ
れ
に
加
え
れ
ば
予
想
さ
れ
る
藩
の
危
険
は
極
め
て
僅
少
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

拝
借
金
は
「
返
上
納
」
の
名
に
於
い
て
出
炭
量
に
応
じ
て
藩
に
返
却
さ
れ
る
が
、
後
述
す
る
様
に
元
方
は
必
ず
し
も
資
本
を
有
す
る
も
の
で

は
な
く
、
且
つ
採
炭
そ
の
も
の
が
最
も
危
険
を
伴
う
企
業
で
あ
る
か
ら
貸
与
さ
れ
る
の
は
藩
札
に
過
ぎ
な
い
に
し
て
ち
、
拝
借
金
制
度
な
し
に

は
領
内
の
石
炭
産
業
は
全
く
拾
進
不
可
能
で
そ
の
意
味
に
於
い
て
拝
借
制
度
の
意
識
は
大
き
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
寄
付
奉
願
侠
事

鋭
弐
百
五
拾
弐
民
文

但
百
七
拾
六
貫
文
御
上

右
者
住
石
炭
山
元
仕
入
鋭
拝
借
奉
願
候
、
当
冬
内
出
石
高
別
紙
ニ
申
上
侠
通
ニ
御
座
候
、
然
ル
処
兼
而
難
渋
之
元
万
三
山
、
捌
子
賃
銭
椴
米
貿
入
等
莫

大
之
儀
ニ
デ
川
、
来
春
元
仕
入
之
手
当
一
向
行
届
不
申
難
義
千
万
奉
存
候
－
一
付
御
時
節
柄
恐
至
極
ニ
奉
存
候
得
共
、
以
御
勘
弁
右
之
銭
高
拝
借
被
仰
付
被

梶
山
村
一
万
万

「
←二r

吉

唐
津
藩
石
炭
史
の
研
究

九
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下
置
候
ハ
、
重
畳
難
有
仕
合
奉
存
役
、
尤
御
返
納
之
義
者
来
亥
正
月
よ
り
追
々
積
下
侯
石
炭
百
斤
－
一
付
十
五
す
〈
宛
月
々
上
納
可
仕
候
此
段
以
書
付
奉
願

絞

以

上
成

十

二

月

梶

山

村

名

玖

甚

馬

場

村

名

頭

甚

問

中

梶

山

村

庄

屋

忠

馬
場
村
大
庄
屋
間

7正

衛
兵

平成衛平内

崎

m 

浦

山

方

御

役

所

弁
米
制
度

採
炭
の
行
わ
れ
る
に
当
っ
て
補
償
を
必
要
と
す
る
事
態
の
起
る
こ
と
今
日
と
雄
ど
も
同
様
で
み
る
が
、
小
規
模
な
採
掘
し
か
行

わ
れ
な
か
っ
た
当
時
は
災
害
も
白
か
ら
限
定
さ
れ
、
石
炭
返
搬
の
為
の
通
路
と
ボ
タ
或
い
は
坑
内
か
ら
洩
み
出
さ
れ
る
排
水
に
よ
る
被
害
が
そ

の
主
た
る
も
の
で
ゐ
っ
た
。
こ
れ
等
の
損
失
に
対
し
て
は
障
り
弁
、
潰
れ
弁
の
制
度
が
あ
り
道
弁
、
田
損
弁
、
田
畑
障
弁
米

団
地
馬
道
障
弁

米
、
石
炭
馬
付
、
下
道
筋
弁
米
、
悪
水
入
御
団
地
弁
米
等
が
支
給
さ
れ
た
。
即
ち
潰
れ
地
一
歩
に
付
き
二
升
と
云
う
様
に
米
を
以
て
損
害
を
補

償
す
る
慣
習
が
当
初
か
ら
脊
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。

石
炭
の
価
額
を
決
定
す
る
諸
懸
り
物
に
は
必
ず
道
弁
が
一
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
輸
送
路
が
遠
距
離
と
な
れ
ば
耕
地
を
使
用
す
る
こ
と
も
多

〈
、
運
搬
に
馬
が
使
用
さ
れ
れ
ば
更
に
使
用
す
る
土
地
は
拡
大
さ
れ
る
。

本
来
封
建
社
会
の
本
質
よ
り
す
れ
ば
耕
地
は
尊
武
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
藩
当
局
が
農
民
の
為
に
耕
作
地
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
事

例
は
殆
ん
ど
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
結
局
農
地
を
守
ろ
う
と
す
る
の
は
農
民
で
、
多
く
の
場
合
農
民
と
無
関
係
に
採
炭
は
行
わ
れ
得
な
い
か

ら
、
採
炭
に
先
立
っ
て
先
ず
必
要
な
も
の
は
村
方
の
納
得
で
あ
る
3

補
償
制
度
は
存
在
し
て
も
積
倒
的
に
耕
地
を
放
棄
す
る
農
民
は
少
な
く
、

石
炭
方
の
圧
力
と
庄
屋
の
側
面
的
努
力
に
よ
っ
て
農
民
を
屈
服
、
む
せ
る
の
が
通
例
で
み
の
っ
た
》
設
－

運
殿
の
通
路
今
場
合
は
比
較
的
簡
単
で
あ
る
が
坑
内
の
排
水
に
よ
る
被
害
と
か
ボ
タ
の
水
田
内
へ
の
流
入
の
問
題
い
か
絶
え
ず
農
民
を
悩
ま
し
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れ
る
。

が
し
く
新
興
産
業
た
る
石
炭
鉱
業
を
出
来
得
る
限
り
支
援
し
藩
財
政
え
の
寄
与
を
計
る
の
に
熱
心
で
他
を
顧
る
い
と
ま
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら

要
す
る
に
唐
津
藩
で
は
本
百
姓
を
中
心
と
し
て
農
村
の
経
済
的
秩
序
を
堅
持
す
る
政
策
の
影
は
薄
く
、
産
業
奨
励
に
よ
る
利
潤
の
追
求
に
急

代
表
的
な
譜
代
大
名
で
あ
る
小
笠
原
民
が
維
新
直
前
の
微
妙
な
情
勢
下
に
あ
り
な
が
ら
領
内
の
炭
田
を
島
津
民
其
の
他
の
諸
大
名
に
開
放
し

て
い
る
こ
と
は
右
に
述
べ
た
よ
う
に
藩
が
確
乎
た
る
定
見
も
経
済
的
実
力
を
も
有
し
な
か
っ
た
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ

予つノ。
藩
の
許
可
を
得
て
免
札
を
与
え
ら
れ
た
元
方
は
政
治
的
に
は
庄
屋
に
依
存
し

経
済
的
に
は
問
屋
に
依
帯
し
な
が
ら
掘
子
に
よ
っ
て
採
炭
し

こ
れ
を
土
場
ま
で
輸
送
す
る
。

「
土
場
出
し
」
さ
れ
た
石
炭
は
舟
運
に
よ
っ
て
最
後
の
集
荷
地
た
る
松
浦
川
河
口
の
満
島
迄
運
ば
れ
る
の
で
あ

る
が
、
松
浦
川
系
の
河
川
は
問
屋
の
司
ど
る
と
こ
ろ
で
上
荷
支
配
人
が
上
荷
頭
を
指
揮
し
て
事
に
当
る
の
で
あ
る
。

石
炭
関
係
の
機
構
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
か
ら

藩
は
無
届
け
の
採
掘
を
禁
止
し
、
且
つ
抜
け
石
を
禁
止
し
た
の
は
当
然
で
、
詳
細
は
明
ら

か
で
な
い
が
定
値
を
決
定
し
て
価
額
の
統
制
を
も
行
っ
た
。

去
己
秋
よ
り
押
川
御
林
内
よ
り
行
炭
御
捌
被
成
皮
、
段
々
御
沙
汰
御
座
侠
得
共
御
問
地
へ
陣
候
－
一
付
村
方
納
得
不
仕
候
処
、
午
正
月
叉
々
御
談
一
不

ニ
付
何
レ
御
出
役
之
上
、
直
々
小
前
之
者
へ
御
沙
汰
被
下
侠
様
申
上
候
、
然
ル
処
午
三
月
廿
六
日
村
役
人
壱
人
岩
屋
口
江
韻
出
候
様
被
仰
付
候
一
一

付
、
仁
平
次
義
罷
越
候
、
左
絞
処
高
山
忠
三
郎
殿
よ
り
村
方
納
得
仕
候
哉
御
尋
ニ
付
仁
平
次
申
上
候
ハ
段
々
村
万
江
申
談
候
処
御
役
今
様
よ
り
被

仰
付
侠
儀
一
向
ニ
御
前
不
申
上
儀
も
恐
入
依
ニ
ハ
旬
、
村
万
江
如
何
ニ
も
御
手
当
被
下
問
侠
哉
御
何
中
上
県
紋
様
山
叩
山
属
候
旨
申
上
侠
、
然
ル
処
ぃ
村

山
様
よ
り
何
レ
明
廿
七
日
其
村
へ
出
役
可
致
侠
一
一
付
、
村
万
重
モ
立
候
者
呼
出
置
可
申
段
御
沙
汰
ニ
付
左
之
人
数
呼
出
候

政

吉

八

兵

衛

信

介

太

平

二

甚

左

衛

門

善

太

夫

宰

太

夫

林

外

ニ

不

参

久

だ

衛

門

店

泌

氏

自

郎

右
三
人
ハ
不
参
い
た
し
候

ギー一zn
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註

以
寄
付
奉
願
候
事

団
地
六
升
蒔

此
出
来
米
四
俵
程
但
岡
高
八
斗
七
升
九
合

右
者
石
炭
御
銅
立
－
一
而
炭
か
す
流
れ
込
植
付
候
而
茂
熟
し
兼
可
申
旨
申
出
候
－
一
付
見
分
仕
候
処
申
出
候
遇
、
炭
か
す
入
土
性
茂
相
柊
合
候
得
共
根

付
之
儀
者
急
度
仕
候
様
申
付
置
候
、
カ
娃
迄
出
来
米
之
儀
年
之
豊
凶
ニ
茂
候
得
共
、
平
均
四
俵
程
－
一
而
御
座
候
ニ
付
土
地
合
立
直
り
候
造
年
々
御

見
立
之
上
弁
米
御
渡
被
下
置
候
様
御
願
申
上
度
奉
寄
候
旨
申
出
候
ニ
付
願
出
申
候
適
被
仰
付
候
ハ
は
難
有
奉
手
候
此
段
以
番
付
奉
願
候
以
上

自

・

六

月

五

日

梶

山

村

名

取

仁

平

次

岡

村

庄

屋

峯

忠

蔵

梶
山
村

甚

:JL 

良E

炭

方

御

役

所

猶
乙
の
外
に
稀
で
は
め
る
が
藩
に
よ
る
「
潰
れ
地
」
の
買
上
げ
も
行
わ
れ
て
い
る
。

採

炭

の

機

構

元

方

採
炭
現
場
に
於
け
る
中
心
人
物
が
元
方
で
あ
る
。
元
方
は
実
質
的
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
せ
る
石
炭
企
業
家
で
あ
り
、
規
模
の
大
小
は

あ
る
が
、
最
小
単
位
の
組
織
の
代
表
者
で
あ
る
。

石
炭
の
採
掘
に
は
前
提
と
し
て
、
先
ず
発
見
な
り
試
掘
が
必
要
で
あ
り
、
次
い
で
藩
の
許
可
と
地
元
住
民
の
承
認
を
得
て
稼
行
が
開
始
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
元
方
は
村
方
役
人
の
助
力
を
得
つ
つ
手
続
き
を
完
了
し
、
労
働
者
を
傘
下
に
集
め
採
掘
と
運
搬
輸
送
の
主
識
者
と
し
て
の
機

能
を
営
む
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
元
方
は
原
則
と
し
て
経
済
力
と
統
率
力
を
必
要
と
す
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
が
、
資
料
の
上
か
ら
見
る
時
唐
津
領
の
元
方
は
そ
の
何

れ
に
も
貧
弱
な
も
の
が
少
く
な
い
c

例
え
ば
唐
津
領
の
重
要
な
特
殊
産
業
と
し
て
は
先
ず
製
紙
を
挙
ぐ
可
き
で
あ
る
が
、
各
村
落
の
紙
漉
き
は
多
く
の
場
合
有
力
な
農
民
或
い
は



町
人
に
よ
っ
て
は
行
わ
れ
ず
、
弱
少
農
民
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
極
め
て
不
安
定
な
様
相
が
見
ら
れ
る
。
製
紙
が
藩
の
撫
育
政

策
の
一
環
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
乙
と
は
こ
の
聞
の
事
情
を
物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

石
産
産
業
は
製
紙
に
お
く
れ
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
新
興
企
業
の
中
心
人
物
の
中
に
も
亦
紙
漉
業
者
と
極
め
て
よ
く
類
似
し
た

条
件
の
、
農
村
に
於
け
る
落
伍
者
が
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

則
ち
御
用
紙
漉
並
び
に
小
百
姓
た
る
人
物
が
石
炭
山
元
方
を
願
い
出
て
居
り
（
梶
山
村

太
吉
）
叉
石
炭
山
元
方
で
御
撫
育
御
用
紙
漉
を
兼

業
す
る
も
の
（
梶
山
村

式
蔵
）
も
存
在
し
、

そ
れ
等
の
或
る
者
は
最
初
か
ら
藩
の
補
助
を
要
求
し
、
或
い
は
借
財
に
よ
っ
て
進
退
谷
ま
る

者
、
逃
亡
者
も
亦
少
な
く
な
い
状
態
で
あ
る
。

拝
借
金
の
願
い
出
は
殆
ん
ど
す
べ
て
の
元
方
が
行
っ
て
居
り
、
唐
津
藩
内
の
石
炭
業
者
は
藩
の
保
護
を
前
提
と
し
て
行
動
し
て
居
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
特
に
元
方
の
経
済
的
無
力
さ
は
顕
著
で
あ
る
。
註

註

一
亀
平
持
地
右
之
畝
内
ニ
有
之
侠
分
石
炭
ニ
而
倒
潰
ニ
相
成
層
、
元
万
逃
去
亀
平
第
岡
地
弁
賃
銭
も
受
取
居
不
申
難
渋
之
段
申
上
候
処
、
御
出
役
衆

不
便
ニ
思
召
御
普
諮
被
下
置
侠

以
番
付
御
届
申
上
候
事

混

山

村年

五

十

七

問問同同

甚
友
衛
門

女

房

廿

八

枠

太

古

口

廿

三

娘

た

つ

十

一

娘

む

め

〆

五

人

右
之
者
御
用
紙
漉
芥
小
百
挑
仕
属
候
得
共
元
来
本
身
－
一
而
波
立
万
年
々
延
引
仕
限
月
之
皆
納
も
仕
得
不
仰
且
御
年
賀
之
義
も
駒
田
済
出
来
兼
警
部
難

渋
ニ
相
慕
渡
世
－
一
色
相
成
兼
申
侠
－
一
付
枠
太
古
口
石
炭
山
元
方
寄
立
出
石
仕
候
処
兎
角
不
仕
合
而
己
－
一
而
段
々
及
大
借
候
末
居
屋
敷
等
も
売
払
此
間

唐
津
務
石
炭
史
の
研
究

九
五



唐
津
藩
石
炭
史
の
研
究

九，、

も
石
炭
山
仕
潰
大
借
凌
兼
髄
在
侠
処
、
太
吉
義
大
酒
等
相
好
渡
世
方
も
不
都
合
－
一
一
髄
成
、
尚
父
家
内
一
統
同
様
之
心
底
ニ
相
成
候
（
中
略
）
然
ル

処
近
頃
甚
左
衛
門
初
家
内
諸
共
村
方
へ
相
見
不
申
侠
ニ
付
心
付
之
場
所
段
々
相
尋
甫
候
得
共
行
衛
相
分
不
申
候
。
欠
落
仕
候
与
相
克
へ
申
候
ニ
付

此
段
以
寄
付
御
居
申
上
候
以
上

丑
十
一
月
五
日

大庄名

屋屋頭

庄

御

代

官

御

役

所

試
掘
の
為
の
願
書
は
石
炭
問
屋
と
庄
屋
の
名
に
於
い
て
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
は
採
炭
業
者
の
背
景
を
よ
く
物
語
る
も
の
と
言
え
よ

λ
ノ
。
健
一

次
い
で
藩
側
の
収
益
を
含
ん
だ
収
支
予
定
書
と
も
云
う
べ
き
覚
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
文
政
初
期
に
於
け
る
生
石
と
焼
石
の

二
つ
の
事
例
を
挙
げ
る
と
註
ニ
の
如
く
で
あ
る
。

註

以
書
付
奉
願
上
候
事

一

、

字

長

屋

石

炭

山

壱

ケ

所

梶

山

村

常

右

衛

門

右
者
石
炭
見
出
申
候
ニ
付
為
試
問
銅
仕
度
中
仔
奉
候
。
願
之
遇
被
仰
付
被
下
置
侯
ハ
、
難
有
仕
合
奉
脊
候
、
比
段
以
書
付
奉
願
候

亥

七

月

廿

五

日

問

屋

松

本

治

右

衛

門

向

郁

治

以
上

註

生
石
炭
百
斤

此

代

百

文

縄
山
村
元
方

与

吉

内

三

拾

壱

廿

三

文文

銅

子

賃

下

賃



焼
石
炭 壱五壱壱壱三

文文文文文文文文文文

小

以

九

九

文

壱弐四拾

／＼ 

〆

残七壱壱七八四廿

内壱覚
八俵

唐
津
港
石
炭
史
の
研
究

此
代
八
拾
文

文文文文文文文

拾

ム，、

文

拾

文

壱

棟元地柱村水

曳

梁方質賃方賃

木

上

質
問

銭

役

料

諸
勘
定
入
用
役
料
共

荷
屋

口

街I

益

梶
山
村
元
方

上柱村駄縄俵掘

俵入子

瀦木方賃貸賃賃
与

亡仕
仁コ

九
七



唐
津
落
石
炭
史
の
研
究

下

受

四壱壱壱弐

文
4
以

拾

四 文

文 半文文半文

御

九
八

万曳梁屋屋益

炭
坑
は
原
則
と
し
て
元
方
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
が
、
時
代
の
降
下
と
共
に
元
方
の
下
に
下
受
と
呼
ば
れ
る
階
層
が
生
れ
実
力
あ

残

元水棟庄問

十

ム

ノ、

文

る
も
の
は
元
方
と
大
差
な
い
程
度
の
も
の
も
寄
在
し
、

そ
の
数
は
急
速
に
増
加
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
梶
山
村
記
録
で
は
文
政
、
天
保
、

弘
佑
迄
は
下
受
は
存
在
せ
ず
嘉
永
年
聞
に
至
っ
て
元
方
太
吉
の
下
受
と
し
て
七
左
衛
門
が
一
人
現
わ
れ
る
が
、
彼
れ
は
文
久
年
聞
に
は
元
方
に

昇
格
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。

文
久
年
聞
に
は
五
助
、
徳
兵
衛
、
兼
右
衛
門
、
仁
平
、
久
兵
衛
と
下
請
人
の
名
が
増
加
し
、
中
で
五
助
は
二
人
の
元
方
、
式
蔵
及
び
常
左
衛

門
の
下
受
人
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
有
力
な
一
克
方
が
夫
れ
夫
れ
一
人
宛
の
下
受
を
持
つ
程
度
で
あ
る
。

慶
応
年
聞
に
入
る
と
下
受
人
の
数
は
に
わ
か
増
加
す
る
。
最
も
多
く
の
下
受
人
を
傘
下
に
有
す
る
も
の
は
元
方
式
蔵
で
六
人
の
下
受
が
こ
れ

に
属
し
て
居
り
、
各
元
方
所
属
の
受
人
も
二
人
位
の
も
の
が
多
い
。
以
上
の
現
象
は
幕
末
期
に
石
炭
の
需
要
が
増
加
し
企
業
と
し
て
石
炭
産
業

が
活
況
を
呈
す
る
と
共
に
、
ま
ぶ
数
も
増
加
し
、
各
元
方
は
受
人
の
名
に
於
い
て
数
箇
所
の
採
炭
に
従
事
す
る
に
至
っ
た
乙
と
が
推
測
さ
れ
、

一
方
仕
組
に
よ
る
許
可
制
の
制
約
が
元
方
の
自
由
な
増
加
を
防
げ
た
こ
と
も
下
受
山
の
増
加
を
助
長
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

小
笠
原
藩
で
は
弘
佑
元
年
十
二
月
石
炭
掛
り
大
庄
屋
以
下
下
受
に
至
る
ま
で
石
炭
方
に
つ
い
て
努
力
を
続
け
た
五
十
二
人
に
対
し
千
疋
以
下

合
計
四
十
六
両
三
歩
を
賞
と
し
て
与
え
て
い
る
が
、

乙
の
五
十
二
人
は
当
時
石
炭
に
関
し
て
活
動
し
た
代
表
的
人
物
と
見
な
さ
れ
る
の
で
一
応



大
庄
屋
（
相
知
村

こ
れ
を
整
理
し
て
表
示
し
よ
う
。

徳
末
村
入
野
村
小
黒
川
村
）

高
串
浦
分

岡
野
村
星
賀
村

庄

屋
（
佐
里
村

前
越
村
牟
岡
部
村
中
山
村
晴
気
浦
菖
津
浦
牟
形
村
鶴
巻
村
）

松
本
源
助

梶
山
村
前
島
村
竹
有
村
爪
ケ
坂
村
久
保
村
稗
田
村
岸
山
村
畑
島
村

問
屋
水
主
町
石
炭
問
屋

吉
井
定
治

阿
賀
伝
治
郎

制
嶋
御
料
石
炭
問
屋
山
崎
治
吉

水
主
町
焼
石
問
屋

満
嶋
御
料
問
屋

石
炭
山
取
締
方

御
手
石
炭
山
支
配
人
（
相
知
村

上

荷

支

配

人

町

在

上

荷

頭

御

料

上

荷

頭

土

場

審

フじ下

吉
井
藤
兵
衛

嘉
兵
衛

、、J

（
水
主
町

（
峯
山
村
元
万
小
林
勝
之
琵
）

神
田
安
兵
衛
）

問
F‘、（
相
知
村

方

（
梶
山
村

久

保

村

元

作

、

林

左

衛

門

高

串

村

中

村

清

七

郎

爪

ケ

崎

村

孫

作

入

野

村

藤

三

郎

）

定＂＇・:x 

人

、ー，〆

人

、ーJ

P
3
4
ι
d
t「
4
1
J〆

が
円

4hμ

強
情

mr」

太
吉
、
五
一
半
、
宅
平
、
儀
助
、
式
蹴

佐
里
村

郡
七
、
源
吉
、
孫
作

（
梶
山
村
式
蔵
下
受
穂
兵
衛
）

唐
津
落
石
炭
史
の
研
究

現
在
大
小
一
苅
方
の
数
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
同
じ
く
慶
応
三
年
十
二
月
に
三
十
四
人
の
元
方
及
び
そ
の
下
受
が
地
方

九
九



唐
津
務
石
炭
史
の
M
m
先

一0
0

役
所
に
五
十
両
乃
至
五
両
の
拝
借
金
を
願
い
出
て
居
り
そ
の
覚
書
に
其
の
名
を
連
ね
た
の
は
一
部
で
は
あ
る
が
、
前
掲
の
リ
ス
ト
を
補
う
意
味

で
次
に
掲
げ
る
。

佐
野
村
郡
七
、
久
作
、
源
四
郎
、
円
蔵
、
源
吉
、
中
吉
、
淀
平
、
弥
助

梶

山

村

五
平
、
武
右
衛
門
、
徳
兵
衛
、
消
五
郎
、
光
蔵
、
友
吉
、
力
太
郎
、
喜
三
郎
、
藤
助
、
平
太
郎
、
武
助
、
多
吉

久

保

村

久
右
衛
門
、
卯
右
衛
門
、
茂
作
、
寅
七
、
普
七
、
九
内
、
友
平
、
助
作

牟
田
部
村

元
作
、
平
右
衛
門

山
村
久
五
郎
、
文
治
、
貞
太
郎

掘

子

坑
内
労
働
に
従
事
す
る
も
の
は
掘
子
と
昭
ば
れ
た
。
掘
子
の
中
に
は
領
内
の
貧
農
が
刷
業
と
し
て
一
時
的
に
参
加
す
る
者
を
合

み
、
且
つ
若
干
の
逃
亡
農
民
が
炭
坑
に
身
を
奇
せ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
み
る
が
、
記
録
の
上
で
は
捌
子
の
大
半
は
正
規
の
往
来
切
手
も
持
た
ず

に
流
れ
込
ん
だ
専
業
の
他
国
者
で
あ
る
。
従
っ
て
拙
子
の
状
態
に
つ
い
て
は
務
当
事
者
も
常
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
か
ら
元
方
に
対
し
て
は
度

々
掘
子
の
リ
ス
ト
を
提
出
さ
せ
、
そ
の
史
料
に
よ
っ
て
元
方
の
営
握
し
て
い
た
嗣
子
の
数
と
共
に
出
身
地
を
も
知
り
得
る
か
ら
こ
こ
に
二
三
の

例
を
挙
げ
る
。

（ー）

嘉
永
五
年
梶
山
村
記
録

見’

石
炭
五
万
斤
程

但
山
弁
士
場
出
之
分
共
に
有
石

相
知
村
石
炭
山
元
方

卒

左

衛

門

掘
子
男
女
九
人

石
炭
山
五
十
万
斤
程

但

右

同

断

梶
山
村
石
炭
山
元
方

定

吉



掘
子
男
女

三
十
七
人

にj

文
久
二
年
四
月
に
於
け
る
梶
山
村
の
石
炭
元
方
浅
右
衛
門
の
掘
子
は
勘
場
、
筑
前
の
市
兵
衛
、
棟
梁
、
長
崎
の
弥
三
松
（
家
内
ニ
人
）
を

は
じ
め
三
十
六
人
で
あ
る
が
、
掘
子
と
そ
の
出
身
地
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
出
身
地
別
に
リ
ス
ト
を
作
っ
て
み
よ
う
。

）
内
は
家
族
数
で

あ
る
。
筑

前

m
H
U
h
H
U
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伊
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弥
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伊
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金
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長
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太
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兼
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四
郎
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大
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肥

後

清
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長
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長
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房
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同
じ
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恵
右
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十
三
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兵
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治
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（
4
）

久
太
郎

。
r、、豊

後

勇

平



唐
津
藩
石
炭
史
の
研
兜

。

以
上
の
例
に
よ
れ
ば
掘
子
は
他
国
或
い
は
他
藩
出
身
者
で
、
そ
の
家
族
を
含
め
て
就
労
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
の
資
料
は
幕
末
の
も

の
で
あ
る
が
、
か
つ
て
石
炭
産
業
の
行
わ
れ
た
地
方
の
出
身
者
が
多
く
、
技
術
的
行
詰
り
に
よ
る
先
進
地
の
衰
粛
に
伴
っ
て
専
門
的
技
術
者
が

新
興
の
唐
津
炭
田
に
移
動
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
且
つ
筑
豊
或
い
は
粕
屋
炭
固
な
ど
の
石
炭
産
地
出
身
で
経
験
あ
る
人
物
が
頭
梁
或
い
は

勘
場
等
と
な
っ
て
居
る
こ
と
も
注
目
す
ベ
ー
き
で
あ
ろ
う
。

大
部
分
貧
困
な
他
所
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
掘
子
に
事
故
が
多
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
乙
の
問
題
は
石
炭
方
や
村
役
を
絶
え
ず
悩
ま
す
わ

け
で
あ
る
。

以

番

柑

奉

願

侯

事

肥
前
国
神
崎
郡
上
神
代
村

年

四

十

六

善

助

周

囲

十

五

女

房

ふ

L、

同

十

娘

し

を

右
善
助
議
当
村
石
炭
山
元
方
恵
右
衛
門
山
下
請
仕
侠
前
佐
嘉
伊
勢
屋
町
儀
七
具
申
者
掘
子
ニ
召
抱
置
申
候
由
之
処
、
此
閉
ま
ぶ
内
ニ
而
怪
我
仕

養
生
等
仕
侠
得
共
今
以
快
方
不
仕
打
臥
罷
在
候
処
、
右
幾
七
咋
佼
欠
落
掘
子
与
も
散
々
ニ
相
成
善
助
凌
方
無
御
感
無
是
非
国
元
江
送
届
呉
候
様

元
方
恵
右
衛
門
を
以
願
出
申
候
処
、
炭
掘
之
銭
－
一
御
感
候
得
ハ
往
来
切
手
茂
所
持
不
仕
侠
得
共
再
応
相
札
侠
処
、
国
所
之
者
ニ
相
違
無
御
仲
間
趣

ニ
市
頗
ニ
願
出
候
ニ
付
宿
村
継
ヲ
以
送
屈
申
度
奉
願
候
（
下
略
）

亥
八
月
五
日

仁

平

次

峯

忠

蔵

御

代

官

御

役

所



乙
の
事
件
は
村
継
ぎ
で
帰
郷
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
結
局
逆
に
送
還
の
お
そ
れ
が
あ
る
為
善
助
の
帰
国
は
不
可
能
と
な
っ
た
。

〉
、
ノ
タ
－

0

4
H
N
d
v

－
φ
ード

掘
子
の
多
く
は
元
来
欠
落
者
が
多
く
、
従
っ
て
絶
え
ず
山
元
で
は
逃
亡
者
の
移
動
が
予
題
さ
れ
藩
は
そ
の
取
締
り
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
通
達
が
絶
え
ず
圧
屋
に
向
っ
て
送
附
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
様
な
性
格
を
有
す
る
掘
子
は
叉
警
戒
す
ベ
さ
人
物
を
含
む
こ
と
が
当
然
予
想
さ
れ
る
か
ら
、

乙
の
問
題
に
関
す
る
石
炭
方
役
所
か
ら

業
の
性
格
の
一
面
は
既
に
こ
こ
に
も
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

（
以
下
天
保
年
度
記
録
）

乙
れ
等
の
事
実
は
よ
く
石
炭
山
の
雰
囲
気
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
明
治
以
後
の
石
炭
鉱

霊鉄千

士

口

字

若

友

字

嘉
三
字
融
資
田
長
古
口
弟

太

三

右
六
人
之
者
不
人
柄
之
自
然
ル
処
折
々
石
炭
山
へ
俳
個
等
致
候
段
相
聞
侠
ニ
付
、
定
市
何
レ
も
面
勝
見
覚
候
事
と
存
候
、
若
後
向
立
寄
候
共
、
勘

場
ハ
勿
論
掘
子
納
屋
三

mも
足
留
為
致
候
儀
相
成
不
申
候
、
若
右
之
条
守
薄
存
夜
中
通
り
掛
杯
と
申
内
々
ニ
而
宿
為
致
候
者
於
有
之
者
、
当
人
ハ

不
及
申
元
方
迄
厳
重
答
可
申
付
候
、
比
段
柑
心
得
候
様
本
方
共
へ
可
申
付
候
以
上

九

月

十

六

日
覚

同亀筑

原

兵

衛

前

右

炭

所

方

役

大

村

領

千

次

郎

長

崎

馬

込

虎

嶋

原

領

怒

松

千

々

輪

米

蔵

同

墨

次

郎

右
之
者
共
兼
々
不
所
行
者
折
々
石
炭
山
俳
伺
い
た
し
候
段
相
関
候
〔
O
此
以
下
之
文
先
日
重
兵
衛
千
吉
鉄
等
の
御
触
同
様
之
文
也
〕
尚
叉
右
之
者

共
理
不
尽
之
儀
等
申
侯
ハ
、
捕
置
候
而
早
速
可
訴
出
候
、
比
段
相
心
得
一
苅
方
共
へ
可
申
付
候
、
以
上

長
江

唐
津
藩
石
炭
史
の
研
究

一O
三



唐
津
藩
石
炭
史
の
研
究

一O
四

寅

九
月
廿
八
日

石

炭

方

役

所

石

炭

山

御

制

禁

名

面

肥
前

政
助

長

崎

浦

上

中

吉

ス
コ

島
原

コ
フ
ク
（
異
名
也
）
福
治

池

ス
ワ
ノ
森
兵
吾
郎

島
原
与
右
衛
門

島
原

三
与
蔵

大

村

長

江

千

治

郎

大

村

長

江

長

吉

長

崎

ひ

み

庄

吉

豊

前

嘉

平

島

原

叉

六

小

城

亀

吉

御

尋

者

島

原

富

蔵

見
当
次
第
召
捕
候
事

外

長
崎

モ
ギ
三
次
郎

浦
上
松
五
郎

島

原

蔵

松

天
草
升
太
郎

掘
子
の
大
部
分
が
記
録
の
上
で
は
他
所
者
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
地
元
の
貧
農
が
年
貢
未
納
の
代
償
と
し
て
石
炭
の
運

搬
、
積
込
み
、
水
上
輸
送
に
当
っ
て
い
る
例
が
あ
る
の
で
史
料
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
何
れ
も
嘉
永
年
閣
の
事
例
で
あ
る
。

石
炭
の
稼
行
は
庄
屋
の
監
督
下
に
置
か
れ
て
居
り
従
っ
て
労
働
力
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
年
貢
の
未
納
分
と
相
殺
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

梶
山
村
理
七
儀
御
年
貢
引
負
余
計
有
之
、
取
立
手
段
付
兼
侯
ニ
付
右
之
者
へ
石
炭
馬
下
申
付
駄
賃
銭
之
儀
自
分
ニ
而
不
受
取
様
申
付
置
、

長
吉
ヘ
モ
右
之
段
及
談
示
右
銭
長
吉
よ
り
直
ニ
役
場
へ
差
向
候
様
申
談
示
置
候
然
ル
処
此
節
長
吉
欠
落
い
た
し
候
処
長
吉
差
立
不
足
之
分

跡
山
引
請
候
人
よ
り
役
場
へ
差
向
ニ
相
成
候
事

石
炭
十
六
株

理
七
下
高

此
銭
壱
〆
七
百
六
十
文

但

百
斤
ニ
付
十
壱
文
宛

岡
村
作
平
儀
理
七
同
様
引
負
米
有
之
候
ニ
付
、
石
炭
中
乙
司
き
い
た
し
賃
銭
之
議
理
七
同
様
之
取
計
ニ
長
吉
申
談
示
置
候
ニ
付
、
是
叉



跡
山
引
請
候
人
よ
り
理
七
同
様
取
計
二
可
相
成
候
事

石
炭
壱
万
七
千
三
百
斤

作
平
下
し
高

此
中
こ
き

壱
〆
三
百
人
十
四
文

但
百
斤
ニ
付
八
文
掛

岡
村
清
七
義
右
同
様
之
義
ニ
付
石
炭
土
場
船
積
ミ
渡
為
受
持
賃
銭
百
斤
ニ
付
壱
文
っ
、
役
場
入
之
極
メ
ニ
付
跡
山
引
請
之
人
よ
り
役
場
へ

蒙
向
ニ
相
成
候
事

石
炭
五
十
四
万
六
千
五
百
斤

正
月
よ
り

三
月
武
二
日
塩
下
高

但
長
吉
通
帳
ヲ
以
正
右
高
ニ
い
た
し
候
事

此
銭
五
〆
四
百
六
十
五
文

土
場
世
話
料
清
七
ニ
入

但
百
斤
ニ
付
壱
文
掛
リ

納
屋
・
勘
場

明
治
以
後
炭
坑
に
於
い
て
前
近
代
的
な
隷
属
関
係
を
決
定
的
に
裏
付
け
た
も
の
は
納
屋
制
度
と
勘
場
制
度
で
あ
っ
た
。
邪
見

な
勘
場
、
情
知
ら
ず
の
納
屋
頭
は
労
働
歌
に
も
一
融
わ
れ
た
赤
鬼
青
鬼
で
あ
っ
た
。

ま
ぶ
が
聞
か
れ
れ
ば
先
ず
掘
子
の
為
の
納
屋
と
経
営
者
の
為
の
勘
場
納
屋
が
造
ら
れ
る
。
註
一

勘
場
は
掘
子
の
生
活
を
監
視
す
る
と
共
に
必
要
な
物
資
の
販
売
を
行
い
。
掘
子
の
為
の
厚
生
施
設
の
如
き
外
見
を
と
り
な
が
ら
実
は
掘
子
の

自
由
の
大
半
は
勘
場
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
石
炭
産
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
言
わ
ば
ア
キ
レ
ス
腿
を
握
る
納
屋
・
勘
場
制
度
が
既

に
こ
の
頃
に
於
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
特
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

文
久
二
年
唐
津
藩
が
示
し
た
覚
註
こ
に
は

「
掘
子
は
米
酒
は
勿
論
、
何
品
に
よ
ら
ず
勘
場
か
ら
購
入
す
る
こ
と
は
適
法
で
あ
る
か
ら
、

若
し

心
得
違
い
の
掘
子
が
村
方
に
立
ち
入
り
諸
品
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
も
売
り
渡
す
こ
と
を
禁
止
す
る
。
且
つ
掘
子
を
呼
び
入
れ
て
酒
を
飲

ま
せ
或
い
は
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。
」
（
第
三
条
参
照
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

納
屋
・
勘
場
制
は
幕
末
に
近
付
く
に
従
っ
て
次
第
に
整
備
さ
れ
た
ら
し
く
、
文
政
！
弘
化
迄
は
炭
価
を
決
定
す
る
諸
懸
り
に
納
屋
・
勘
場
の

唐
津
溶
石
炭
史
の
研
究

一O
五



経
費
は
計
上
さ
れ
な
い
が
元
治
頃
か
ら
諸
懸
り
の
中
に
棟
梁
、
勘
場
等
の
項
目
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
以
上
の
事
情
を
物
語
る
も

唐
津
溶
石
炭
史
の
研
究

一O
六

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
院
三

要
す
る
に
こ
の
労
働
者
の
弱
点
を
最
大
限
度
に
利
用
し
た
非
人
道
な
制
度
は
既
に
「
通
法
」
と
呼
ば
れ
る
程
に
慣
習
佑
し
、
封
建
的
支
配
者

乙
の
制
度
は
他
の
地
方
に
生
育
し
唐
津
炭
田
に
も
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
支
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

註

納

屋

拾

軒

代

金

三

拾

五

両

茅

昼

六

拾

枚

代

三

百

匁

勧

場

納

屋

壱

軒

代

金

拾

五

両

畳

拾

八

枚

代

三

百

六

拾

匁

材
木
竹
縄
薬
代
共
壱
軒
－
一
付
三
両
弐
歩

但但

材
木
竹
純
わ
ら
共
ニ

註

党

村
方
之
者
是
迄
石
炭
拾
取
風
呂
外
竃
等
ニ
焚
侯
趣
有
之
侯
由
紛
敷
儀
ニ
付
、
以
来
少
々
た
り
共
焚
候
儀
不
相
成
候
事

生
石
燐
石
と
も
瓦
焼
鍛
冶
屋
風
呂
屋
其
外
共
元
方
相
対
－
一
両
相
求
侠
儀
不
相
成
候
、
尤
無
拠
向
者
元
方
共
よ
り
願
之
上
可
読
差
関
候
事

但
是
迄
売
来
候
瓦
焼
之
分
も
改
而
可
相
願
候
、
勿
論
直
売
之
義
都
市
不
相
成
候
事

銅
子
共
之
儀
米
価
者
勿
論
伺
品
ニ
よ
ら
す
勘
場
よ
り
相
求
候
適
法
－
一
有
之
候
－
一
付
若
心
得
違
村
方
へ
立
入
諸
口
開
相
調
候
共
売
渡
申
間
数
候
事

但
掘
子
守
呼
入
酒
為
飲
一
宿
等
為
仕
候
義
決
而
不
相
成
候
事

兼
而
及
沙
汰
置
候
通
新
山
存
立
候
節
者
相
願
、
差
図
を
請
候
上
－
一
而
誠
掘
可
仕
候
事

但
休
山
ニ
相
成
侯
節
者
其
段
相
届
可
申
、
尚
叉
休
山
之
分
出
石
仕
侯
ハ
、
是
叉
相
届
可
申
事

石
炭
山
元
方
共
御
用
其
外
願
筋
等
ニ
而
当
役
所
へ
罷
出
候
節
、
下
受
旅
人
共
髄
山
川
侠
儀
不
相
成
義
者
勿
論
之
事
ニ
侯
得
共
、
万
一
心
得
違
之
儀
も

難
斗
候
閥
為
念
申
聞
置
候
事

最
前
元
方
共
者
勿
論
御
領
分
中
之
義
者
、
相
互
ニ
実
意
を
以
相
交
リ
銅
子
末
々
ニ
至
迄
難
題
申
掛
候
体
之
義
無
之
様
申
付
慣
候
事

御
領
内
石
炭
山
よ
り
逃
参
り
候
掘
子
三
十
日
之
内
者
、
其
一
苅
方
ニ
而
金
銭
等
貸
付
不
申
、
先
元
方
よ
り
掛
合
来
候
ハ
、
無
異
儀
相
返
可
申
候
、
右

目
限
過
候
ハ
、
懸
合
来
候
共
其
一
苅
方
可
為
了
簡
事

但
内
々
ニ
而
銅
子
麗
等
相
見
侠
義
有
之
候
ハ
、
召
捕
可
申
出
候
事



右
者
当
節
石
炭
必
要
之
折
柄
ニ
付
都
而
取
締
方
被
仰
出
候
ニ
付
前
条
之
趣
比
度
改
而
申
付
候
閲
石
炭
元
方
井
小
小
前
末
々
迄
不
洩
様
可
申
関
候

子

七

月

十

一

日

地

方

役

所

註

以
上

石
炭
百
斤
フロ
治
但元
年

廿壱弐弐四拾四弐弐百票
〆 六岩

拾村
弐文文同文文文文文文文霊

り
物

七 見
地地同土仕柱勘棟水掘善
文せ
わ上

賃賃料場操木場梁引賃長

百

問

屋

石
炭
を
山
方
か
ら
掘
り
出
し
川
岸
の
積
み
込
み
場
、
土
場
へ
運
楓
概
す
る
迄
が
圧
屋
の
所
管
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
土
場
で
石
炭
を

或
い
は
領
内
へ
の
売
捌
き
「
地
売
り
」
を
行
い
、
そ
の
取
扱
っ
た
石
炭
に
関
し
て
藩
へ
上
納
の
責
任

川
舟
に
積
み
込
み
、
且
つ
「
旅
売
り
」
、

を
荷
う
の
が
問
屋
で
あ
っ
た
。

元
来
政
治
的
に
も
弱
体
で
あ
り
、
経
済
的
に
も
貧
困
で
あ
る
藩
当
局
は
統
制
力
を
欠
き
、
特
に
有
力
な
町
人
に
対
し
て
は
弱
腰
で
あ
っ
た
。

屋
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
こ
に
於
い
て
大
資
本
を
背
景
と
す
る
問
屋
は
事
実
上
石
炭
産
業
の
実
質
的
推
進
者
で
あ
り
、
乙
の
特
殊
産
業
の
死
命
を
制
す
る
も
の
は
間

唐
誇
藩
石
炭
史
の
研
究

藩
当
局
も
石
炭
に
関
し
て
は
、
多
く
の
場
合
圧
屋
の
外
に
問
屋
の
保
証
を
要
求
し
た
も
の
の
如
く
、
届
出
或
い
は
願
書
の
大
半
に
は
問
屋
の

一O七



唐
津
藩
石
炭
の
究
研
史

一O八

副
署
が
必
要
で
あ
っ
た
。

天
保
十
年
七
月
以
度
梶
山
村
の
石
炭
元
方
及
び
庄
屋
と
唐
津
水
主
町
の
問
屋
米
屋
（
吉
井
定
治
）
と
の
聞
に
起
っ
た
紛
争
の
如
き
は
問
屋
の

実
力
を
物
語
る
一
例
で
あ
る
。

は
じ
め
梶
山
村
の
石
炭
元
方
は
、
石
炭
中
こ
ぎ
船
が
梶
山
に
寄
り
付
か
な
く
な
っ
た
為
、
庄
屋
に
窮
状
を
訴
え
、
た
ま
た
ま
梶
山
の
隣
村
相

知
役
場
へ
問
屋
定
治
が
来
訪
し
た
の
を
幸
石
炭
積
取
方
を
依
頼
し
た
が
、
定
治
は
言
を
左
右
し
て
容
易
に
承
諾
せ
ず
、
居
合
わ
せ
た
石
炭
方
役

人
田
崎
元
造
も
説
得
に
努
め
た
が
定
治
は
「
拙
者
儀
も
山
数
多
く
引
き
請
け
居
り
心
底
に
任
せ
ず
候
故
、
外
に
問
屋
相
立
て
申
さ
れ
候
様
」
に

と
主
張
し
た
。

梶
山
村
側
で
は
松
浦
川
河
口
満
島
の
高
屋
嘉
平
に
石
炭
輸
送
方
を
交
渉
し
た
が
「
御
上
向
御
さ
し
問
乙
れ
無
く
候
は
ば
引
き
請
け
申
す
べ

し
」
と
の
答
え
で
あ
っ
た
。
高
屋
嘉
平
は
乙
の
場
合
下
問
屋
と
し
て
の
役
割
を
果
す
乙
と
と
な
る
の
で
、
そ
の
結
果
を
問
屋
た
る
定
治
に
報
告

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

し
か
し
定
治
は
満
島
嘉
平
は
「
金
銭
指
し
引
き
方
呑
み
込
み
兼
ね
候
儀
乙
れ
有
り
候
問
、
石
炭
方
上
納
向
き
滞
ら
せ
申
す
間
敷
き
一
札
」
を

庄
屋
忠
蔵
が
奥
印
し
て
差
し
出
す
様
要
求
し
た
。

庄
屋
忠
蔵
に
と
っ
て
は
従
来
全
く
交
捗
を
持
た
な
い
嘉
平
の
受
人
（
保
証
人
）
と
な
る
こ
と
は
筋
違
い
な
の
で
、
第
二
の
候
補
者
と
し
て
同

じ
く
満
島
の
肥
前
屋
兵
介
を
挙
げ
、
受
人
と
怠
る
こ
と
は
あ
く
迄
回
避
し
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
乙
の
庄
屋
、
元
方
の
努
力
は
問
屋
側
に
拒
否
さ
れ
た
。
米
屋
（
吉
井
定
治
）
松
本
屋
（
松
本
治
右
衛
門
）
は
共
に
問
屋
は
両
家
に
限

っ
て
許
可
さ
れ
た
特
権
で
あ
っ
て
、
た
と
え
現
場
の
元
方
が
潰
れ
て
も
要
求
を
容
れ
る
こ
と
は
出
来
難
い
と
主
張
し
た
。

梶
山
村
側
は
石
炭
方
の
佐
川
用
右
衛
門
に
窮
状
を
訴
え
た
と
こ
ろ
佐
川
か
ら
「
極
く
御
内
分
」
で
次
の
如
き
回
答
を
与
え
ら
れ
た
。

「
岸
山
・
稗
田
も
梶
山
村
同
様
の
困
難
を
訴
え
出
て
居
る
。

「
以
前
は
山
方
出
石
も
甲
斐
な
く
、
山
数
も
少
く
候
聞
問
屋
二
軒
ニ
市
も
行
届



き
居
り
申
す
可
く
候
へ
共
、
当
時
御
手
山
も
米
屋
松
本
屋
へ
問
屋
仰
せ
付
け
ら
れ
候
所
、
山
数
相
増
し
出
石
も
多
分
ニ
相
成
り
候
市
二
軒
之
問

屋
ニ
而
不
行
届
候
ニ
付
き
、
山
方
潰
れ
ニ
も
及
び
候
様
相
成
り
候
、
左
候
へ
ば
山
数
相
増
し
候
に
随
い
、
問
屋
数
も
相
増
さ
ず
候
市
は
な
ら
ぎ

る
理
合
に
候
（
下
略
）
」

石
炭
方
も
問
屋
の
耳
に
入
ら
ざ
る
様
に
取
り
計
ら
い
願
い
出
候
様
と
慎
重
を
期
し
、
し
か
し
藩
財
政
に
と
っ
て
各
地
の
石
炭
山
が
崩
壊
す
る

乙
と
は
放
任
し
得
な
い
事
態
な
の
で
結
局
、
満
島
の
下
問
屋
に
よ
っ
て
松
浦
川
支
流
の
石
炭
輸
送
が
行
は
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

問
屋
の
威
力
は
明
治
に
迄
持
続
さ
れ
「
両
問
屋
、
米
屋
と
松
本
屋
は
最
後
迄
そ
の
姿
勢
を
崩
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

結

語

唐
津
炭
田
は
周
辺
各
藩
の
炭
田
が
技
術
的
に
行
き
詰
っ
て
出
炭
量
も
滅
少
し
た
寛
政
前
後
か
ら
次
第
に
発
展
し
、
領
内
の
燃
料
問
題
を
解
決

す
る
と
共
に
長
崎
及
び
幾
内
に
移
出
し
、
進
ん
で
先
駆
者
た
る
福
岡
領
内
へ
逆
移
出
す
る
勢
い
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

小
笠
原
藩
は
譜
代
の
小
藩
で
、
藩
政
も
終
始
振
は
な
か
っ
た
か
ら
、
石
炭
産
業
の
藩
政
え
の
寄
与
は
消
極
的
な
も
の
に
留
っ
た
が
、
比
較
的

近
距
離
に
あ
る
長
崎
に
設
置
さ
れ
た
洋
式
近
代
工
業
、
或
い
は
汽
船
の
燃
料
供
給
者
と
し
て
後
期
封
建
社
会
末
期
に
果
し
た
そ
の
役
割
に
は
注

目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

石
炭
産
業
の
重
要
さ
は
藩
当
局
を
し
て
藩
営
に
乗
り
出
さ
す
に
至
ら
し
め
、
そ
の
為
に
先
ず
御
手
山
方
が
置
か
れ
た
（
元
治
元
年
）
が
、
同

時
に
薩
摩
藩
・
熊
本
藩
・
久
留
米
藩
が
そ
れ
ぞ
れ
領
内
に
採
掘
権
を
与
え
ら
れ
て
特
に
薩
藩
が
本
山
村
の
舟
木
谷
・
鹿
子
岩
・
岩
屋
の
各
坑
を

中
心
と
し
て
盛
ん
な
採
炭
を
行
っ
た
こ
と
は
特
に
注
目
に
値
し
よ
う
。

幕
末
に
於
け
る
唐
津
藩
の
重
要
な
中
心
人
物
は
三
井
令
輔
で
あ
っ
て
対
石
炭
政
策
は
多
く
そ
の
立
案
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
彼
と
薩
摩
側

の
代
表
者
た
る
納
一
戸
奉
行
格
、
五
代
才
助
と
の
折
衝
の
過
程
は
維
新
史
の
上
に
興
味
深
い
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
は
疑
い
な
い
と
乙

唐
津
藩
石
炭
史
の
研
究
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ろ
で
あ
る
。

九
州
の
雄
藩
に
向
っ
て
解
放
さ
れ
た
区
域
は
売
り
山
と
呼
ば
れ
そ
の
交
渉
は
藩
の
売
山
方
が
担
当
し
た
。
売
山
が
始
ま
っ
て
か
ら
明
治
維
新

迄
の
期
聞
は
極
め
て
短
か
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
此
処
に
示
さ
れ
た
事
実
は
維
新
史
の
百
点
で
あ
り
、
幕
末
に
於
け
る
譜
代
小
藩
の
意
識
を
把

握
す
る
上
に
重
要
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
藩
中
最
も
規
模
も
大
き
く
、
最
大
限
に
唐
津
炭
を
利
用
し
た
の
は
薩
藩
で
、
威
力
あ
る
こ
の
西
南
雄
藩
は
別
格
に
扱
わ
れ
特
に
「
薩
州
様

御
仕
組
山
」
と
呼
ば
れ
、
佐
賀
領
に
近
い
厳
木
川
の
上
流
厳
木
周
辺
が
そ
の
中
心
地
で
岩
屋
村
と
そ
の
下
流
の
本
山
村
を
中
心
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

熊
本
藩
と
久
留
米
藩
は
規
模
も
小
3
く
本
山
村
の
下
流
相
知
で
厳
木
川
と
合
流
す
る
平
山
川
流
域
の
平
山
村
の
武
蔵
谷
と
ロ

l
サ
イ
で
採
炭

が
行
わ
れ
た
。

唐
津
炭
の
博
多
流
入

博
多
櫛
田
神
社
蔵
「
店
運
帳
」

（
慶
応
二
年
か
ら
明
治
四
年
に
至
を
記
録
）
に
よ
る
と

唐
津
炭
店
と
し
て
鰯
町
下
・
竹
屋
・
肥
川
次
作
の
名
が
見
え
て
い
る
が
唐
津
か
ら
移
入
さ
れ
る
石
炭
を
取
扱
っ
て
い
た
の
は

竹
屋
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
幕
末
期
に
は
福
岡
藩
豪
中
武
士
の
聞
で
も
唐
津
炭
が
か
な
り
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
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A Historiacal Study of the Coalfield of Karatsu 

Matayoshi Higaki · 

The Karatsu coalfield was discovered during the Ky6ho era 

(1716-1735), at Domeki near Katatsu. As the neighboring 

coalfields had deen declining, it rapidly develpped, sending out 

coal to Eukuoka or other advanced regions as well as to Nagasaki 

and Osaka where there was a great demand for fuel for European 
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-style industry and steamships. 

The documents my study is based on and which belong to 

tho period of Bunsei (1818) to early Meiji are full of examples 

of the fact that all the techniques Japan had ever used and all 

the evils which would be shackles to the Japanese industry 

there-after were introduced into the region. 

The coalfield was managed by the "yamamoto" (the boss) , 

but politically was controled by the "sh6ya" (the village hea­

dman) and economically by the two wholesale merchants. The 

Karatsu "han" ( clan) was supposed to protect the "hon-hyakush6" 

(the standard farmer) that had been the basis of the feudal 

system, but it was now financially too powerless to do so 

and paid its main attention to the profit from the coalfield. 

During years prior to the Meiji Restoration, the Karatsu 

"han" allowed the Satsuma "han" to exploit a part of the field 

and also gave the Kumamoto and Kurume "han" mining rights 

elsewhere. This means that an "inside" feudal lord offered 

support to anti-Shogunate powers. 
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